
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
県
吏
員
恩
給
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
職
員
厚
生
課
）　

　

一

〇
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
税　

務　

課
）　

　

二

〇
企
業
立
地
促
進
の
た
め
の
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

　

る
規
則 

（　
　

同　
　

）　

一
〇

〇
社
会
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
社
会
福
祉
課
）　

一
一

 
訓

令

甲

〇
宮
城
県
県
税
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
税　

務　

課
）　

一
一

 
告

示

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

一
三

〇
建
設
業
許
可
の
取
消
し 

（
事
業
管
理
課
）　

一
三

〇
道
路
の
供
用
開
始 

（
道　

路　

課
）　

一
四

〇
建
築
士
の
懲
戒
処
分
（
二
件
） 

（
建
築
宅
地
課
）　

一
四

〇
建
築
士
事
務
所
の
監
督
処
分 

（　
　

同　
　

）　

一
五

〇
県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
の
一
部

　

を
改
正
す
る
告
示 

（
会　

計　

課
）　

一
五

 
公

告

〇
仙
塩
広
域
都
市
計
画
区
域
区
分
の
変
更
に
係
る
公
聴
会
の
開
催 

（
都
市
計
画
課
）　

一
五

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定 

（
教
育
庁
施
設
整
備
課
）　

一
六

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
個
人
演
説
会
の
公
営
施
設
の
告
示
の
一
部
改
正 

　

一
六

 
公
安
委
員
会

〇
宮
城
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

　

一
六

 
規

則

　

県
吏
員
恩
給
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
八
十
三
号

　
　
　

県
吏
員
恩
給
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

県
吏
員
恩
給
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
十
四
条
の
五
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
四
条
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
六　

削
除

　

第
二
十
四
条
の
八
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
国
民
金
融
公
庫
」
を
「
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
中
「
国
民
金
融
公
庫
」
を
「
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
」
に
、「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改

め
る
。

　

様
式
第
三
十
二
号
か
ら
様
式
第
三
十
四
号
ま
で
の
規
定
中
「出

納
長

」
を
「会

計
管
理
者

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
36   号

削
除

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
四
条
の
八
の
改
正
規
定
（「
国
民
金
融
公
庫
」
を

「
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）
は
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
前
の
県
吏
員
恩
給
条
例
施
行
規
則
第
二
十
四
条
の
五
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
二
十
四
条
の
八
第
三
項
（
出

納
長
に
係
る
部
分
に
限
る
。）
並
び
に
様
式
第
三
十
二
号
か
ら
様
式
第
三
十
四
号
ま
で
の
規
定
は
、
地
方
自
治
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
三
号
）
附
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
に
よ
る
改
正

前
の
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
六
十
八
条
の
規
定
が
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
間
、

な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

３　

改
正
前
の
県
吏
員
恩
給
条
例
施
行
規
則
第
二
十
四
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
郵
便
振
替
の
方
法
に
よ
り
年
金
で
あ
る

恩
給
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
は
、
郵
政
民
営
化
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
九
十
四
条
に
規
定
す
る

郵
便
貯
金
銀
行
が
行
う
振
替
に
よ
り
引
き
続
き
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（1）　 平成20年９月30日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第1996号　　 
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宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
八
十
四
号

　
　
　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
十
五
条
の
二
第
一
号
中
「
、
寄
附
行
為
」
を
削
る
。

　

第
二
十
六
条
の
三
の
見
出
し
中
「
事
業
税
」
の
下
に
「
及
び
地
方
法
人
特
別
税
」
を
加
え
、
同
条
中
「
法
人
事
業
税
」

の
下
に
「
・
地
方
法
人
特
別
税
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
六
条
の
四
の
見
出
し
中
「
事
業
税
」
の
下
に
「
及
び
地
方
法
人
特
別
税
」
を
加
え
、
同
条
中
「
第
七
十
二
条

の
四
十
一
」
の
下
に
「
、
第
七
十
二
条
の
四
十
一
の
二
」
を
、「
の
事
業
税
」
の
下
に
「
及
び
地
方
法
人
特
別
税
」
を
、

「
と
き
は
、
法
人
事
業
税
」
の
下
に
「
・
地
方
法
人
特
別
税
」
を
加
え
る
。

　

第
三
十
六
条
の
二
第
一
号
中
「
又
は
寄
附
行
為
」
を
削
り
、
同
条
第
五
号
中
「
第
五
条
第
一
項
第
二
十
九
号
ヲ
」
を

「
第
五
条
第
一
項
第
二
十
九
号
ワ
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
条
の
三
第
一
項
第
一
号
中
「
財
団
法
人
日
本
ゴ
ル
フ
協
会
（
」
の
下
に
「
昭
和
六
十
二
年
十
月
一
日
に
財
団

法
人
日
本
ゴ
ル
フ
協
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。」
を
加
え
る
。

　

第
五
十
六
条
の
四
第
六
項
第
一
号
中
「
財
団
法
人
日
本
自
動
車
査
定
協
会
」
の
下
に
「（
昭
和
四
十
一
年
六
月
一
日

に
財
団
法
人
日
本
自
動
車
査
定
協
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）」
を
加
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「　
　

県
民
税

　

別
表
様
式
第
三
十
八
号
の
二
の
項
中　

法
人　
　
　

の
申
告
書
の
提
出
期
限
の
延
長
の
承
認
等
に
係
る
通
知
書　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

事
業
税　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」  

「
法
人
県
民
税

　

法
人
事
業
税　
　

の
申
告
書
の
提
出
期
限
の
延
長
の
承
認
等
に
係
る
通
知
書　

に
改
め
、
同
表
様
式
第
三
十
九
号
の

　

地
方
法
人
特
別
税　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　

「　
　

県
民
税
更
正
・
決
定

項
中　

法
人　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

通
知
書
兼
徴
収
金
納
額
告
知
書　

を

　
　
　
　
　

事
業
税
更
正
・
決
定
・
加
算
金
決
定         　
　
　
　
　
               
」

「
法
人
県
民
税
更
正
・
決
定

　

法
人
事
業
税
更
正
・
決
定
・
加
算
金
決
定  　
  
通
知
書
兼
徴
収
金
納
額
告
知
書　

に
改
め
、
同
表
様
式
第
四
十
九
号

　

地
方
法
人
特
別
税
更
正
・
決
定
・
加
算
金
決
定　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

の
項
中
「
法
人
事
業
税
の
申
告
書
の
提
出
期
限
の
延
長
等
に
係
る
処
分
通
知
書
」
を

「
法
人
事
業
税

　
　
　
　
　
　
　
　

の
申
告
書
の
提
出
期
限
の
延
長
等
に
係
る
処
分
通
知
書　

に
改
め
る
。

　

地
方
法
人
特
別
税　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

様
式
第
五
号
の
二
（
そ
の
二
）
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

 

第1996号　平成20年９月30日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）



 

 

（3）　 平成20年９月30日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第1996号　　 
様
式
第
５
号
の
２
（
そ
の
２
）

（
表
）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

　

様
式
第
十
五
号
の
二
表
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を   　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
 
」　

　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

様
式
第
三
十
八
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 
第1996号　平成20年９月30日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）

様
式
第
38号

の
２

 
第
　
　
　
　
　
号
　
　

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
知
事
　
　
　
　
　
殿

 
宮
城
県
　
　
　
　
　
　
　
所
長
　
�
　
　

 
　
の
申
告
書
の
提
出
期
限
の
延
長
の
承
認
等
の
通
知
に
つ
い
て

　　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
，
地
方
税
法
第
53条

第
48項

又
は
地
方
税
法
施
行
令
第
24条

の
３
第
６
項
（
第
24条

の
４
の

２
）
若
し
く
は
第
24条

の
４
第
６
項
（
第
24条

の
４
の
３
第
３
項
）
の
規
定
に
基
づ
き
下
記
の
と
お
り
通
知
し
ま
す
。

記

法
人
県
民
税

法
人
事
業
税

地
方
法
人
特
別
税

法
人

名

　
　
　
　
　
　
　
　
市
　
　
　
町

宮
城
県
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
郡
　
　
　
村

主
た
る
事
務
所
等

所
在

地

法
人
税
に
係
る
申
告
期
限
の
延
長

申
請
書
の
提
出
の
有
 
 
 
無

 
　
（
有
・
無
）　
　
　

所
　
　
在
　
　
地

貴
都
道
府
県

内
事
務
所
等

　
　
　
　
　
　
市
　
　
　
　
　
　
　
　
区

　
　
　
　
　
　
郡
（
町
・
村
）

地
方
税
法
第
72条

の
25第

３
項

（
同
　
　
第
72条

の
25第

５
項
）

（
同
　
　
第
72条

の
28第

２
項
）

自
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
　
　
月
間
延
長

至
　
　
年
　
　
月
　
　
日

承認等の内容

法人事業税・地方法人特別税

地
方
税
法
第
72条

の
25第

２
項

（
同
　
　
第
72条

の
25第

４
項
）

（
同
　
　
第
72条

の
25第

６
項
）

（
同
　
　
第
72条

の
25第

11項
）

（
同
　
　
第
72条

の
28第

２
項
）

自
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
つ
い
て
延
長

至
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
申
告
期
限
　
　
年
　
　
月
　
　
日

地
方
税
法
施
行
令

　
　
　
　
第
24条

の
４
第
２
項

（
同
　
　
第
24条

の
４
第
４
項
）

（
同
　
　
第
24条

の
４
の
２
）

（
同
　
　
第
24条

の
４
の
３
）

自
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
　
　
月
間
に
変
更

至
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　

　
　
　
　
　
　
　
　
延
長
承
認
の
取
消
し
・
廃
止

法
人
税
法
第
75条

の
２
第
１
項

（
同
　
　
第
81条

の
24第

１
項
）

自
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
　
　
月
間
延
長

至
　
　
年
　
　
月
　
　
日

届出の内容

法　人　県　民　税

法
人
税
法
第
75条

の
２
第
３
項

（
同
　
　
第
81条

の
24第

３
項
）

自
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
　
　
月
間
に
変
更

至
　
　
年
　
　
月
　
　
日

法
人
税
法
第
75条

の
２
第
３
項

（
同
　
　
第
75条

の
２
第
５
項
）

（
同
　
　
第
81条

の
24第

３
項
）

自
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
　
　
月
間
に
変
更

至
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　

　
　
　
　
　
　
　
　
延
長
承
認
の
取
消
し
・
廃
止

自
動
車
税
納
付
書

兼
振
替
払
込
請
求
書
兼
受
領
書

自
動
車
税
（
減
額
）
納
付
書
兼

振
替
払
込
請
求
書
兼
受
領
書

領
収
日
付
印

収
入
印
紙
不
要

領
収
日
付
印

 

収
入
印
紙
不
要

� 減 



　

様
式
第
三
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第1996号　平成20年９月30日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （6）

様式第39号

 第　　　　　号　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 年　　月　　日　　
　所　在　地
　法　人　名
 宮城県　　　　　　　　　　所長　�　　

法人県民税・法人事業税・地方法人特別税更正（決定）　 　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　過少申告　　　　　　通知書兼徴収金納額告知書　　　法人事業税・地方法人特別税の　不申告　加算金決定　　　　　　　　　　　　　

重　　　　

　地方税法第20条の９の３第３項（第55条，第72条の39，第72条の41，第72条の41の２）の規定によつて下記のとおり更正・決定し
（同法第72条の46（第72条の47）の規定によつて加算金を決定し）たので通知します。
　なお，不足税額及びその他の徴収金を納期限までに同封の納付書により，納付書記載の納付場所に納付してください。

この通知により納付すべき税額等
法 人 県 民 税
法 人 事 業 税
地方法人特別税
過少申告加算金
不 申 告 加 算 金
重 加 算 金
合 計

この通知により減少する税額等
法 人 県 民 税
法 人 事 業 税
地方法人特別税
過少申告加算金
不 申 告 加 算 金
重 加 算 金
合 計

指 定 納 期 限

法 定 納 期 限

税務官署処理年月日申　告　年　月　日申　告　期　限申 告 区 分事　業　年　度課税番号
　　　年　月　日から
　　　年　月　日まで

県　　　民　　　税事　　　業　　　税
使途秘匿金税額等税　額税率課　　税　　標　　準
課税標準となる法人税額の総額総 額

所
得
割

本県分の課税標準となる法人税額年　　 万円以下の金額
法人税割額年　　 万円以下の金額
外国の法人税等の額の控除額年　　万円を超える金額
仮装経理に基づく法人税額の控除額計
利子割額の控除額軽減税率不適用の金額
差引法人税割額総 額付　加

価値割 既に納付の確定した当期分の法人税割額付　 加　 価　 値　 額
租税条約の実施に係る法人税割額の控除額総　 　 　 　 　 　 　 額

資本割
既還付請求利子額が過大である場合の納付額資 本 金 等 の 額
過不足法人税割額総　 　 　 　 　 　 　 額

収入割
算定期間中において事務所等を有していた月数収 入 金 額
均等割額合計事業税額
既に納付の確定した当期分の均等割額仮装経理に基づく事業税額の控除額
過不足均等割額既に納付の確定した事業税額
利子割還付額租税条約の実施に係る事業税額の控除額
減少する法人税割額のうち仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う繰越控除税額差引過不足事業税額

過少申告加算金
各種
加算金

付加価値割所得割内
訳 不申告加算金収　入　割資本割

重加算金減少する事業税額のうち仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う繰越控除税額
総数

県民税

分　
割　
基　
準

地方法人特別税
本県税　額税率課　税　標　準
従業者，固定資産価格，軌道延長

事業税

所得割に係る地方法人特別税
総数収入割に係る地方法人特別税
本県合計地方法人特別税

事務所等，発電用固定資産仮装経理に基づく地方法人特別税額の控除額
総数既に納付の確定した地方法人特別税額
本県租税条約の実施に係る地方法人特別税の控除額
総数

売上高
差引過不足地方法人特別税額

本県

１　不足税額に対しては，不足税額（1,000円未満の端数があるとき，又はその全額が2,000円未満であるときは，その端数金額又は
全額を切り捨てます。）に納期限（申告納付期限）の翌日から納付の日までの日数に応じ，年14.6％（この通知書による納期限まで
の期間又はその納期限の翌日から１月を経過するまでの期間については年7.3％（平成12年１月１日から当分の間は，各年の前年
の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第１項第１号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年４％を加算
した割合が年7.3％に満たない場合には，その年中においては，当該商業手形の基準割引率に年4％を加算した割合））の割合を乗じ
て計算した金額（100円未満の端数があるとき，又はその全額が1,000円未満であるときは，その端数金額又は全額を切り捨てます。）
の延滞金を加算して納めてください（地方税法第56条第３項及び第72条の44第３項の規定による控除期間がある場合は，延滞金の
計算期間から除きます。）。なお，法人事業税及び地方法人特別税の延滞金の計算は，法人事業税及び地方法人特別税の合算額によ
つて行うこととなります。
２　この処分について不服があるときは，この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に知事に対して審査請求を
することができます。
３　この処分について不服があるときは，この処分についての審査請求の裁決を経た後に，審査請求の裁決があつたことを知つた日
の翌日から起算して６か月以内に宮城県を被告として仙台地方裁判所にこの処分についての取消しの訴えを提起することができま
す。
　　ただし，次に掲げる場合には，審査請求の裁決を経ることなく，この処分についての取消しの訴えを提起することができます。
　�　審査請求をした日から３か月を経過しても裁決がないとき。
　�　処分，処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
　�　その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。



　

様
式
第
四
十
九
号
中
「法

人
事
業
税

」
を
「法

人
事
業
税
及
び
地
方
法
人
特
別
税

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
六
十
号
及
び
様
式
第
六
十
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第1996号　平成20年９月30日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （8）
様
式
第
60号

法
人
県
民
税
免
除
申
請
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
長
　
殿

　
　
県
税
減
免
条
例
第
２
条
の
規
定
に
よ
り
県
民
税
を
免
除
さ
れ
る
よ
う
下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。

所
　
在
　
地

法
　
人
　
名

� 印 
　

代
　
表
　
者

氏
　
名
　
印

事
業
の
種
類

年
　
　
月
　
　
日
か
ら

年
　
　
月
　
　
日
ま
で

事
業
年
度

有
・
無

収
益
事
業
の
有
無

（
有
の
場
合
業
種
）

円
法
人
県
民
税

（
均
等
割
額
）

１
　
公
益
社
団
法
人
若
し
く
は
公
益
財
団
法
人
又
は
一
般
社
団
法
人（
非
営
利
型
法
人（
法

人
税
法
第
２
条
第
９
号
の
２
に
規
定
す
る
非
営
利
型
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に

該
当
す
る
も
の
に
限
る
。）
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
（
非
営
利
型
法
人
に
該
当
す
る

も
の
に
限
る
。）
で
収
益
事
業
を
行
わ
な
い
も
の

２
　
地
方
自
治
法
第
260条

の
２
第
１
項
の
認
可
を
受
け
た
地
縁
に
よ
る
団
体
で
収
益
事

業
を
行
わ
な
い
も
の

免
除
を
受
け
よ

う
と
す
る
理
由

１
　
定
款
又
は
規
約

２
　
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書

３
　
そ
の
他

添
付
書
類

備
考

様
式
第
60号

の
２

法
人
県
民
税
免
除
決
定
通
知
書

 
第
　
　
　
　
　
号
　
　

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
法
人
の
名
称

　
　
代
表
取
締
役
　
殿

 
宮
城
県
　
　
　
　
　
　
　
所
長
　
�
　
　

　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
で
申
請
の
あ
つ
た
法
人
県
民
税
の
免
除
に
つ
い
て
，
下
記
の
と
お
り
決
定
し

ま
す
。

　
１
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

60日
以
内
に
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
の
裁
決
を
経
た
後
に
，
審
査

請
求
の
裁
決
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
処
分
に
つ
い
て
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
，
次
に
掲
げ

る
場
合
に
は
，
審
査
請
求
の
裁
決
を
経
る
こ
と
な
く
，
こ
の
処
分
に
つ
い
て
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

�
　
審
査
請
求
を
し
た
日
か
ら
３
か
月
を
経
過
し
て
も
裁
決
が
な
い
と
き
。

�
　
処
分
，
処
分
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
じ
る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る

と
き
。

�
　
そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
。

免
除
す
る
　
　
　
　
　
　
　
　
免
除
し
な
い

決
定

事
業
の
種
類

年
　
　
月
　
　
日
か
ら

年
　
　
月
　
　
日
ま
で

事
業
年
度

年
　
　
月
　
　
日

申
請
書
提
出

年
月

日
円

法
人
県
民
税

（
均
等
割
額
）

円
免
除
す
る
法
人

県
　
民
　
税
　
額

１
　
公
益
社
団
法
人
若
し
く
は
公
益
財
団
法
人
又
は
一
般
社
団
法
人（
非
営
利
型
法
人（
法

人
税
法
第
２
条
第
９
号
の
２
に
規
定
す
る
非
営
利
型
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に

該
当
す
る
も
の
に
限
る
。）
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
（
非
営
利
型
法
人
に
該
当
す
る

も
の
に
限
る
。）
で
収
益
事
業
を
行
わ
な
い
も
の

２
　
地
方
自
治
法
第
260条

の
２
第
１
項
の
認
可
を
受
け
た
地
縁
に
よ
る
団
体
で
収
益
事

業
を
行
わ
な
い
も
の

決
定
事
由

備
考



　

様
式
第
百
二
十
三
号
の
七
（
そ
の
一
）
中
「財

団
法
人
日
本
自
動
車
査
定
協
会

」
を
「財

団
法
人
日
本
自
動
車
査
定

協
会

（
※
）」
に
、

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　　

様
式
第
百
二
十
七
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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 」
　
　
３
　
古
物
商
の
許
可
証
の
写
し

「

　
　
３
　
古
物
商
の
許
可
証
の
写
し

「

 」
※
　
昭
和
41年

６
月
１
日
に
財
団
法
人
日
本
自
動
車
査
定
協
会
と
い
う
名
称
で
設
立
し
た
法
人
を
い
う
。

様
式
第
127号

の
２

（
表
）

狩
　
猟
　
税
　
申
　
告
　
書

　
次
の
と
お
り
申
告
し
ま
す
。

狩
猟
免
状
の
番
号

交
付
年
月
日

都
道
府
県
知
事
名

猟
具
の
種
類

種
類

狩　猟　免　許

第
号

年
　
月
　
日

知
事

１
　
網

網
猟
免
許

第
号

年
　
月
　
日

知
事

２
　
わ
な

わ
な
猟
免
許

第
号

年
　
月
　
日

知
事

３
　
ラ
イ
フ
ル
銃

４
　
散
弾
銃

５
　
空
気
銃

第
１
種
銃
猟
免
許

第
号

年
　
月
　
日

知
事

６
　
空
気
銃

第
２
種
銃
猟
免
許

　
狩
猟
税
　

　
登

録
の

区
分
　

ア
 

16,500円

１
　
放
鳥
獣
猟
区
及
び
放
鳥
獣
猟
区
以
外
の
場
所
に
係
る
狩
猟

者
の
登
録

税　　　　　　額

イ
 

11,000円
ウ
　
 
　
　
 8,200円

エ
　
 
　
　
 5,500円

オ
　
 　
　
　
5,500円

ア
　
 　
　
　
4,100円

２
　
放
鳥
獣
猟
区
の
み
に
係
る
狩
猟
者
の
登
録

イ
    
          2,700円

ウ
   
           2,000円

エ
     
         1,300円

オ
      

        1,300円
ア
             12,300円

３
　
２
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
が
受
け
る
放
鳥
獣
猟
区
及
び

放
鳥
獣
猟
区
以
外
の
場
所
に
係
る
狩
猟
者
の
登
録

イ
       

       8,200円
ウ
    
          6,100円

エ
     
         4,100円

オ
     
         4,100円

ア
     

        8,200円
４
　
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
が
受
け
る
狩
猟
者
の
登
録
又
は
対
象
鳥

獣
捕
獲
員
と
し
て
狩
猟
者
登
録
を
受
け
た
も
の
が
対
象
鳥
獣

捕
獲
員
で
な
く
な
つ
た
場
合
に
受
け
る
登
録

イ
       

       5,500円
ウ
    
          4,100円

エ
     
         2,700円

オ
     
         2,700円

　
記
載
に
当
た
つ
て
は
，
裏
面
の
記
載
上
の
注
意
を
お
読
み
く
だ
さ
い
。

宮
城
県

収
入
証
紙

貼
付
欄

年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
宮
城
県
　
　
　
　
　
県
税
事
務
所
長
　
殿

（
〒
　
　
　
　
　
　
）

電
話
番
号
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

住
所

ふ
り
が
な

氏
名

� 印 
　

受
付
印

（
10,000）

（
5,000）

（
1,000）

（
500）

（
100）

※
５
及
び
６
の
空
気
銃
に
は
，
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
す
る
も
の
を
含
む
。

１
　
宮
城
県
の
区
域
全
部
　
　
　
　
２
　
放
鳥
獣
猟
区
の
区
域

狩
猟

場
所

対
象
鳥
獣
捕
獲
員
と
し
て

所
属
す
る
市
町
村
名

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

１
　
対
象
鳥
獣
捕
獲
員

対
象
鳥
獣
捕
獲
員

で
あ
る
か
否
か
の
別
２
　
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
で
な
い

前
回
登
録
を
受
け
た
登
録
番
号

(　
　
　
　
　
　
　
　
)

※
　
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
で
な
く
な
つ
た
者
が
，

　
　
同
一
種
類
の
狩
猟
者
登
録
を
行
う
場
合



 

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
六
条
の
三
及
び
第
二
十
六
条
の
四
の
改
正
規
定

（「
第
七
十
二
条
の
四
十
一
」
の
下
に
「
、
第
七
十
二
条
の
四
十
一
の
二
」
を
加
え
る
部
分
を
除
く
。）、
別
表
の
改

正
規
定
並
び
に
様
式
第
五
号
の
二
（
そ
の
二
）、
様
式
第
三
十
八
号
の
二
、
様
式
第
三
十
九
号
及
び
様
式
第
四
十
九

号
の
改
正
規
定
は
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
、
第
二
十
五
条
の
二
第
一
号
、
第
三
十
六
条
の
二
第
一
号
、
第
四
十

条
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
五
十
六
条
の
四
第
六
項
第
一
号
の
改
正
規
定
並
び
に
様
式
第
六
十
号
、
様
式
第
六
十

号
の
二
及
び
様
式
第
百
二
十
三
号
の
七
（
そ
の
一
）
の
改
正
規
定
は
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。　

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
前
の
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て

は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

企
業
立
地
促
進
の
た
め
の
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
八
十
五
号

　
　
　

企
業
立
地
促
進
の
た
め
の
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

企
業
立
地
促
進
の
た
め
の
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
宮
城
県
規
則
第
四
十
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

企
業
立
地
促
進
の
た
め
の
県
税
の
課
税
免
除
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

　

第
一
条
中
「
企
業
立
地
促
進
の
た
め
の
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
」
を
「
企
業
立
地
促
進
の
た
め
の
県
税
の
課
税

免
除
等
に
関
す
る
条
例
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
の
見
出
し
を
「（
免
除
等
申
請
書
）」
に
改
め
る
。

　

別
記
様
式
中
「不

均
一
課
税
申
請
書

」
を
「免

除
等
申
請
書

」
に
、「不

均
一
課
税
を
受
け
よ
う
と
す
る
年
又
は

」

を
「免

除
を
受
け
よ
う
と
す
る

」
に
、「の

不
均
一
課
税

」
を
「の

免
除
等

」
に
改
め
、
同
様
式
（
そ
の
一
）
中
「法

人
事
業
税
不
均
一
課
税
申
請

」
を
「法

人
事
業
税
免
除
申
請

」
に
改
め
る
。　

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

第1996号　平成20年９月30日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （10）
（
裏
）

記
　
載
　
上
　
の
　
注
　
意

１
　
こ
の
申
告
書
は
，
狩
猟
者
の
登
録
を
申
請
す
る
際
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
な
お
，
２
種
類
以
上
の
登
録
を
受
け
る
場
合
は
，
そ
の
種
類
ご
と
に
別
葉
に
し
て
く
だ
さ
い
。

２
　
「
狩
猟
免
許
」
欄
の
種
類
及
び
猟
具
の
種
類
並
び
に
「
狩
猟
場
所
」
欄
は
，
該
当
す
る
も
の
を
〇
で
囲
ん

で
く
だ
さ
い
。

３
　
「
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
で
あ
る
か
否
か
の
別
」
欄
は
，
該
当
す
る
も
の
を
〇
で
囲
み
，
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
で

あ
る
場
合
は
，
所
属
す
る
市
町
村
名
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。　

　
　
ま
た
，
登
録
期
間
中
に
，
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
で
な
く
な
つ
た
者
が
，
当
該
期
間
中
に
同
一
種
類
の
狩
猟
者

登
録
を
受
け
る
場
合
，
前
回
の
狩
猟
者
登
録
の
際
に
受
け
た
登
録
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

４
　
「
税
額
」
欄
は
，
登
録
の
区
分
及
び
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
該
当
す
る
も
の
を
〇
で
囲
み
，
イ
又
は

エ
に
該
当
す
る
場
合
は
，
市
区
町
村
長
が
発
行
す
る
当
年
度
の
都
道
府
県
民
税
の
所
得
割
額
を
納
付
す
る
こ

と
を
要
し
な
い
旨
の
証
明
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

ア
　
第
１
種
銃
猟
免
許
に
係
る
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
で
イ
に
該
当
す
る
者
以
外
の
も
の

イ
　
第
１
種
銃
猟
免
許
に
係
る
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
で
，
当
年
度
の
都
道
府
県
民
税
の
所
得
割
額
を

納
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
者
で
，
か
つ
，
下
記
に
該
当
す
る
者

�
　
控
除
対
象
配
偶
者
又
は
扶
養
親
族
に
当
た
ら
な
い
者

�
　
控
除
対
象
配
偶
者
又
は
扶
養
親
族
に
当
た
る
が
，
農
業
，
水
産
業
又
は
林
業
に
従
事
し
て
い
る
者

�
　
当
年
度
の
都
道
府
県
民
税
の
所
得
割
額
の
納
付
を
要
し
な
い
者
の
控
除
対
象
配
偶
者
又
は
扶
養
親
族

に
当
た
る
者

ウ
　
網
猟
免
許
又
は
わ
な
猟
免
許
に
係
る
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
で
エ
に
該
当
す
る
者
以
外
の
者

エ
　
網
猟
免
許
又
は
わ
な
猟
免
許
に
係
る
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
で
，
当
年
度
の
都
道
府
県
民
税
の
所

得
割
額
を
納
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
者
で
，
か
つ
，
下
記
に
該
当
す
る
者

�
　
控
除
対
象
配
偶
者
又
は
扶
養
親
族
に
当
た
ら
な
い
者
　

�
　
控
除
対
象
配
偶
者
又
は
扶
養
親
族
に
当
た
る
が
，
農
業
，
水
産
業
又
は
林
業
に
従
事
し
て
い
る
者

�
　
当
年
度
の
都
道
府
県
民
税
の
所
得
割
額
の
納
付
を
要
し
な
い
者
の
控
除
対
象
配
偶
者
又
は
扶
養
親
族

に
当
た
る
者

オ
　
第
２
種
銃
猟
免
許
に
係
る
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者

５
　
宮
城
県
収
入
証
紙
は
，
狩
猟
税
額
に
相
当
す
る
証
紙
を
は
り
，
消
印
を
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。



２　

改
正
前
の
企
業
立
地
促
進
の
た
め
の
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
別
記
様
式
に
つ
い
て

は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
企
業
立
地
促
進
の
た
め
の
県
税
の
課
税
免
除
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ

る
別
記
様
式
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

社
会
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
八
十
六
号

　
　
　

社
会
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

社
会
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
中
「
第
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
訓

令

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
九
号

　

宮
城
県
県
税
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

宮
城
県
県
税
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

宮
城
県
県
税
事
務
取
扱
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
十
九
条
の
二
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
の
事
業
税
」
の
下
に
「
及
び
地
方
法
人
特
別
税
」
を
加
え
、
同

項
及
び
同
条
第
二
項
中
「
法
人
事
業
税
」
の
下
に
「
・
地
方
法
人
特
別
税
」
を
加
え
る
。

　

第
四
十
条
の
見
出
し
及
び
同
条
中
「
の
事
業
税
」
の
下
に
「
及
び
地
方
法
人
特
別
税
」
を
加
え
、
同
条
中
「
法
人
事

業
税
」
の
下
に
「
・
地
方
法
人
特
別
税
」
を
加
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「　
　

県
民
税
更
正
・
決
定

　

別
表
様
式
第
五
十
四
号
の
項
中　

法
人　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

決
議
書　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

事
業
税
更
正
・
決
定
・
加
算
金
決
定　
　
　

」      

「
法
人
県
民
税
更
正
・
決
定

　

法
人
事
業
税
更
正
・
決
定
・
加
算
金
決
定　
　

決
議
書   
に
改
め
、
同
表
様
式
第
六
十
号
の
項
中

　

地
方
法
人
特
別
税
更
正
・
決
定
・
加
算
金
決
定 　
　
  
」

「
法
人
事
業
税
の
申
告
書
の
提
出
期
限
の
延
長
決
議
書
」
を

「
法
人
事
業
税

　
　
　
　
　
　
　
　

の
申
告
書
の
提
出
期
限
の
延
長
決
議
書　

に
改
め
、
同
表
様
式
第
六
十
一
号
の
項
中
「
法
人
事
業

　

地
方
法
人
特
別
税　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」        　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

税
の
申
告
書
の
提
出
期
限
の
延
長
処
分
取
消
し
・
変
更
決
議
書
」
を
「
法
人
事
業
税
・
地
方
法
人
特
別
税
の
申
告
書
の

提
出
期
限
の
延
長
処
分
取
消
し
・
変
更
決
議
書
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
五
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（11）　 平成20年９月30日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第1996号　　 



第1996号　平成20年９月30日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （12）

様式第54号

法人県民税・法人事業税・地方法人特別税更正（決定）　 　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　過少申告　　　　　　決議書　　　法人事業税・地方法人特別税の　不申告　加算金決定　　　　

　　　　　重

　次のとおり，更正決定し，通知してよろしいか伺います。

　　所　在　地
　　法　人　名

この通知により納付すべき税額等
法 人 県 民 税
法 人 事 業 税
地方法人特別税
過少申告加算金
不 申 告 加 算 金
重 加 算 金
合 計

この通知により減少する税額等
法 人 県 民 税
法 人 事 業 税
地方法人特別税
過少申告加算金
不 申 告 加 算 金
重 加 算 金
合 計

指 定 納 期 限

法 定 納 期 限

調 定 予 定 年 月 日
通 知 予 定 年 月 日
文 書 番 号 （ 通 知 番 号 ）
更 正 請 求 年 月 日

資本金の額又は出資金の額資本
金等
の額

資 本 積 立 金 額
合 計 額

年　月　日起
案担当者班　　員班　長副　所　長

次　　　長所　長

決
裁

税務官署処理年月日申　告　年　月　日申　告　期　限申 告 区 分事　業　年　度課税番号
　　　年　月　日から
　　　年　月　日まで

県　　　民　　　税事　　　業　　　税
使途秘匿金税額等税　額税率課　　税　　標　　準
課税標準となる法人税額の総額総 額

所
得
割

本県分の課税標準となる法人税額年　　 万円以下の金額
法人税割額年　　 万円以下の金額
外国の法人税等の額の控除額年　　万円を超える金額
仮装経理に基づく法人税額の控除額計
利子割額の控除額軽減税率不適用の金額
差引法人税割額総 額付　加

価値割 既に納付の確定した当期分の法人税割額付　 加　 価　 値　 額
租税条約の実施に係る法人税割額の控除額総　 　 　 　 　 　 　 額

資本割
既還付請求利子額が過大である場合の納付額資 本 金 等 の 額
過不足法人税割額総　 　 　 　 　 　 　 額

収入割
算定期間中において事務所等を有していた月数均

等
割
額

収 入 金 額
　　　円×月数合計事業税額
既に納付の確定した当期分の均等割額仮装経理に基づく事業税額の控除額
過不足均等割額既に納付の確定した事業税額

この処分により納めるべき県民税額租税条約の実施に係る事業税額の控除額
利子割還付額差引過不足事業税額

付加価値割所得割内
訳 収　入　割資本割

減少する事業税額のうち仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う繰越控除税額
地方法人特別税

税　額税率課　税　標　準
所得割に係る地方法人特別税
収入割に係る地方法人特別税
合計地方法人特別税
仮装経理に基づく地方法人特別税額の控除額
既に納付の確定した地方法人特別税額
租税条約の実施に係る地方法人特別税の控除額
差引過不足地方法人特別税額

通常分
過小申告
加 算 金 加重分

計
不申告加算金
重 加 算 金

減少する法人税割額のうち仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う繰越控除税額
重加算対象所得金額

利子割額利
子
割
額
に

関
す
る
計
算

控除した金額
控除しきれなかつた金額
既に還付請求した利子割額
既還付請求利子割額が過大である場合の納付額

総数
県民税

分　
割　
基　
準

本県
従業者，固定資産価格，軌道延長

事業税

総数
本県

事務所等，発電用固定資産
総数
本県
総数

売上高
軌道等



　

様
式
第
六
十
号
及
び
様
式
第
六
十
一
号
中
「法

人
事
業
税

」
を
「法

人
事
業
税
・
地
方
法
人
特
別
税

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
前
の
宮
城
県
県
税
事
務
取
扱
規
程
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て

は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
宮
城
県
県
税
事
務
取
扱
規
程
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
四
十
六
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
四
十
七
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消

し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
年
九
月
十
九
日

二　

商
号
又
は
名
称
等
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事

業

所

番

号

〇
四
一
五
一
〇
〇
九
三
二

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

し
じ
ゅ
う
か
ら　

ａ
ｔ

ｗ
ｏ
ｒ
ｋ

仙
台
市
青
葉
区
宮
町
二

丁
目
三
番
二
十
二
号

指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
種
類

就
労
継
続
支
援
Ｂ
型

設
置
者
名

特
定
非
営
利
活

動
法
人
生
活
支

援
き
ょ
う
ど
う

舎

指
定
年
月
日

平
成
二
十
年

十
月
一
日

大
友
工
務
店
株
式

会
社
大
友　
　

仁

株
式
会
社
白
出
工

務
店
白
出　

�
治
郎

株
式
会
社
古
俊
組

古
内　

俊
一
郎

株
式
会
社
我
妻
産

業我
妻　

一
康

有
限
会
社
鈴
木
建

築鈴
木　
　

誠

株
式
会
社
不
二
ト 

ッ
コ
ン

森　
　

正
喜

株
式
会
社
東
一
興

業西
原　

一
登

株
式
会
社
総
建

後
藤　

雄
幸

大
崎
市
古
川
千
手
寺
町
一

丁
目
十－

二
十

石
巻
市
大
街
道
東
一
丁
目

四－

十
八

石
巻
市
流
留
字
五
性
橋
九

－

四
十
八

亘
理
郡
亘
理
町
字
桜
小
路

五
十－

九

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
松
ヶ
浜

字
謡
三
十
五－

十
七

大
崎
市
岩
出
山
字
東
川
原

町
一－

十
九

仙
台
市
青
葉
区
国
見
ヶ
丘

二
丁
目
二
十
四－

七

大
崎
市
田
尻
北
牧
目
字
新

田
十
八－

一

特－

十
八

第
七
百
七
十
八

号般
・
特－

十
九

第
千
三
百
二
十

五
号

般－

十
六

第
千
五
百
十
二

号般－

十
九

第
二
千
三
百
九

十
九
号

般－

十
八

第
一
万
二
百
六

号般－

十
七

第
一
万
四
千
三

十
号

般－

十
九

第
一
万
四
千
九

百
二
十
七
号

般－

十
五

第
一
万
五
千
二

百
五
十
七
号

　

土
木
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

　

管
工
事
業

　

鋼
構
造
物
工
事
業

一
部
廃
業

特
定
建
設
業

　

管
工
事
業

全
部
廃
業

特
定
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

建
築
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

鋼
構
造
物
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

一
般
建
設
業

　

大
工
工
事
業

　

屋
根
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

石
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

塗
装
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

管
工
事
業

平
成
二
十
年

 

八
月
二
十
一
日

平
成
二
十
年

 

八
月
二
十
日

平
成
二
十
年

 

八
月
二
十
日

平
成
二
十
年

 

八
月
二
十
七
日

平
成
二
十
年

 

八
月
二
十
七
日

平
成
二
十
年

 

八
月
二
十
日

平
成
二
十
年

 

八
月
二
十
八
日

平
成
二
十
年

 

八
月
二
十
日

商
号
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
柿
崎
組

柿
崎　

胞
雄

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

登
米
市
東
和
町
米
谷
字
元

町
百
八
十
二

建

設

業

許

可

番

号

般
・
特－

十
八

第
百
七
十
六
号

申
請
区
分
及
び
許
可

を
取
り
消
し
た
建
設

工
事
の
種
類　
　
　

全
部
廃
業

特
定
建
設
業

受

付

年

月

日

平
成
二
十
年

 

八
月
二
十
五
日



三　

許
可
取
消
し
の
原
因

　
　

建
設
業
に
係
る
廃
業
等
の
届
出
が
あ
り
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
四
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
四
十
九
号

　

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た

の
で
、
建
築
士
法
第
十
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

懲
戒
処
分
を
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
年
九
月
二
十
四
日

二　

懲
戒
処
分
を
受
け
た
建
築
士
の
氏
名
、
そ
の
者
の
一
級
建
築
士
、
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
の
別
及
び
そ
の

者
の
登
録
番
号

　
　

榊　

武
哉　

二
級
建
築
士　

宮
城
県
知
事
登
録
第
六
六
三
五
号

三　

懲
戒
処
分
の
内
容

　
　

業
務
停
止
四
月
（
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
）

四　

懲
戒
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

　

建
築
士
事
務
所
の
管
理
不
十
分
の
た
め
戸
建
住
宅
の
建
築
に
お
い
て
、
施
工
者
と
し
て
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
に
基
づ
く
確
認
済
証
の
交
付
を
受
け
な
い
ま
ま
工
事
着
手
し
、
完
成
さ
せ
た
。
ま
た
、

確
認
済
証
の
写
し
と
し
て
の
外
観
を
呈
す
る
文
書
が
建
築
主
に
交
付
さ
れ
る
事
態
を
生
じ
さ
せ
た
。

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
五
十
号

　

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た

の
で
、
建
築
士
法
第
十
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

懲
戒
処
分
を
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
年
九
月
二
十
四
日

二　

懲
戒
処
分
を
受
け
た
建
築
士
の
氏
名
、
そ
の
者
の
一
級
建
築
士
、
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
の
別
及
び
そ
の

　

者
の
登
録
番
号

　
　

関
根
幹
夫　

二
級
建
築
士　

宮
城
県
知
事
登
録
第
一
一
六
三
四
号

三　

懲
戒
処
分
の
内
容

　
　

業
務
停
止
四
月
（
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
）

四　

懲
戒
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

　

確
認
済
証
の
写
し
と
し
て
の
外
観
を
呈
す
る
文
書
を
建
築
主
に
交
付
し
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

二
百
一
号
）
に
基
づ
く
確
認
済
証
の
交
付
を
受
け
な
い
で
建
築
工
事
が
行
わ
れ
る
事
態
を
生
じ
さ
せ
た
。
ま
た
、
建
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株
式
会
社
リ
ペ
ア

プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

藤
原　

幹
昌

日
本
橋
梁
エ
ン
ジ

ニ
ア
リ
ン
グ
株
式

会
社
川
瀬　

由
美
子

有
限
会
社
世
新
運

輸
機
工

新
山　

勝
洋

有
限
会
社
広
伸
技

研石
川　
　

正

株
式
会
社
マ
イ
ホ

ー
ム
ケ
ア

菊
地　

憲
一

仙
台
市
宮
城
野
区
鶴
ヶ
谷

東
一
丁
目
六－

一

仙
台
市
太
白
区
柳
生
四
丁

目
四－

十

刈
田
郡
蔵
王
町
宮
字
古
川

十
六

仙
台
市
宮
城
野
区
東
仙
台

三
丁
目
八－

二
十
五

仙
台
市
若
林
区
伊
在
字
東

通
六
十－

二

般－

十
七

第
一
万
五
千
九

百
二
十
一
号

般－

十
九

第
一
万
六
千
六

百
六
号

般－

十
六

第
一
万
七
千
百

三
十
六
号

般－

十
八

第
一
万
七
千
七

百
九
十
一
号

般－
十
九

第
一
万
八
千
八

十
三
号

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

左
官
工
事
業

　

屋
根
工
事
業

　

板
金
工
事
業

　

ガ
ラ
ス
工
事
業

　

防
水
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

　

熱
絶
縁
工
事
業

　

建
具
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

左
官
工
事
業

　

石
工
事
業

　

板
金
工
事
業

　

ガ
ラ
ス
工
事
業

　

塗
装
工
事
業

　

防
水
工
事
業

　

熱
絶
縁
工
事
業

　

建
具
工
事
業

平
成
二
十
年

 

八
月
二
十
五
日

平
成
二
十
年

 

八
月
二
十
二
日

平
成
二
十
年

 

八
月
二
十
五
日

平
成
二
十
年

 

八
月
二
十
七
日

平
成
二
十
年

 

八
月
二
十
五
日

道

路

の

種

類

国

道

路

線

名

三
百
四
十
七

号

供

用

開

始

の

区

間

大
崎
市
古
川
飯
川
字
大
隅
一
三
八
番
二
地
先
か
ら

同
市
古
川
渋
井
字
水
押
九
番
二
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
年

 

九
月
三
十
日



築
士
事
務
所
の
登
録
を
受
け
ず
に
報
酬
を
得
て
、
設
計
等
を
業
と
し
て
行
っ
た
。

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
五
十
一
号

　

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
二
十
六
条
第
二
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
の
で
、

建
築
士
法
第
二
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。　
　

　
　

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

監
督
処
分
を
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
年
九
月
二
十
四
日

二　

監
督
処
分
を
受
け
た
建
築
士
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地
、
当
該
建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
の
氏
名
（
当
該
建
築

士
事
務
所
の
開
設
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
開
設
者
の
名
称
及
び
そ
の
代
表
者
氏
名
）、
当
該
建

築
士
事
務
所
の
一
級
建
築
士
事
務
所
、
二
級
建
築
士
事
務
所
又
は
木
造
建
築
士
事
務
所
の
別
並
び
に
当
該
建
築
士
事

務
所
の
登
録
番
号

　
　

榊
設
計
事
務
所

　
　

石
巻
市
福
地
字
町
九
九

　
　

有
限
会
社
榊
工
務
店　

代
表
取
締
役　

榊
武
哉

　
　

二
級
建
築
士
事
務
所　

宮
城
県
知
事
登
録
第
〇
四
二
二
〇
三
二
七
号

三　

監
督
処
分
の
内
容

　
　

建
築
士
事
務
所
の
閉
鎖
四
月
（
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
）

四　

監
督
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

　

建
築
士
事
務
所
を
管
理
す
る
建
築
士
が
、
建
築
士
法
第
十
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
懲
戒

処
分
を
受
け
た
。

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
五
十
二
号

　

県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
百
九

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
三
第
一
号
の
表
株
式
会
社
山
形
銀
行
の
項
中

 

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
公

告

〇
都
市
計
画
に
関
す
る
公
聴
会
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
仙
塩

広
域
都
市
計
画
区
域
区
分
の
変
更
に
係
る
公
聴
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

公
聴
会
の
日
時
及
び
場
所

二　

件
名

　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
区
域
区
分
の
変
更
（
素
案
）
に
つ
い
て

三　

公
述
申
出
者
の
資
格

　

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
者
（
以
下
「
公
述
申
出
者
」
と
い
う
。）

は
、
仙
台
市
の
住
民
又
は
利
害
関
係
人
と
す
る
。

四　

公
述
の
申
出
等

１　

公
述
申
出
者
は
、
意
見
の
要
旨
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
、
住
所
、
年
齢
及
び
職
業
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、

法
人
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
当
該
法
人
を
代
表
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
、
住
所
、
年
齢
及

び
当
該
法
人
と
の
関
係
）
を
記
載
し
た
書
面
（
以
下
「
公
述
申
出
書
」
と
い
う
。）
に
よ
り
、
知
事
に
申
し
出
る

こ
と
。

２　

公
述
申
出
書
の
提
出
期
限
は
、
平
成
二
十
年
十
月
九
日
（
木
）
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
公
述
申
出
書
を
郵
送

す
る
場
合
は
、
同
日
付
け
の
消
印
の
あ
る
も
の
ま
で
を
受
け
付
け
る
。
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「

泉
崎
支
店

南
光
台
支
店

仙
台
市
太
白
区
泉
崎
一
丁
目
二
十
番
七
号

仙
台
市
泉
区
南
光
台
東
一
丁
目
三
番
一
号

県
庁
支
店

県
庁
支
店

」
を

「

泉
崎
支
店

泉
中
央
支
店

南
光
台
支
店

仙
台
市
太
白
区
泉
崎
一
丁
目
二
十
番
七
号

仙
台
市
泉
区
泉
中
央
三
丁
目
一
番
一
号

仙
台
市
泉
区
南
光
台
東
一
丁
目
三
番
一
号

県
庁
支
店

県
庁
支
店

県
庁
支
店

」
に
改
め
る
。

日　
　
　
　
　
　
　
　

時

平
成
二
十
年
十
月
十
六
日
（
木
）
午
後
七
時
か
ら

場　
　
　
　
　
　
　

所

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
字
新
熊
野
六
十
四
番
地

生
出
市
民
セ
ン
タ
ー



３　

意
見
の
要
旨
の
全
部
が
こ
の
素
案
に
関
係
し
な
い
と
き
及
び
意
見
の
要
旨
を
同
じ
く
す
る
者
が
多
数
あ
る
と
き

は
、
公
述
人
に
選
定
し
な
い
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
公
述
人
が
多
数
あ
る
と
き
は
、
公
述
の
時
間
を
制
限
し
、
意

見
の
要
旨
に
こ
の
素
案
と
関
係
な
い
部
分
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
部
分
の
公
述
を
認
め
な
い
こ
と
が
あ
る
。

４　

公
聴
会
の
傍
聴
を
希
望
す
る
者
は
、
当
日
、
直
接
会
場
の
受
付
に
申
し
込
む
こ
と
。
た
だ
し
、
入
場
は
先
着
順

と
す
る
の
で
、
満
員
に
な
っ
た
と
き
は
、
入
場
を
制
限
す
る
こ
と
が
あ
る
。

五　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
区
域
区
分
の
変
更
（
素
案
）
の
概
要

　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
お
い
て
市
街
化
区
域
編
入
を
予
定
す
る
地
区
の
う

ち
、
次
の
地
区
に
つ
い
て
、
市
街
化
区
域
に
編
入
す
る
も
の
で
あ
る
。

六　

そ
の
他

　

こ
の
公
聴
会
及
び
素
案
の
内
容
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
は
、
県
土
木
部
都
市
計
画
課
（
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三

丁
目
八
番
一
号　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
一
三
二
・
三
一
三
四
）
又
は
仙
台
市
都
市
計
画
課
（
電
話
〇
二
二－

二
一
四－

八
二
九
四
）
に
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
角
田
高
等
学
校
仮
設
校
舎
賃
貸
借　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地　

教
育
庁
施
設
整
備
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目

八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
年
九
月
十
一
日

四　

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地　

大
和
リ
ー
ス
株
式
会
社
仙
台
支
店　

仙
台
市
太
白
区
長
町
南
三
丁
目
三
十
七
番
十

三
号

五　

落
札
金
額　

一
億
九
千
八
百
三
十
三
万
二
千
四
百
円　
　

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
年
七
月
二
十
九
日

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
九
十
一
号

　

平
成
七
年
宮
選
管
告
示
第
八
号
（
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
告
示
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

白
石
市
文
化
体
育
活
動
セ
ン
タ
ー　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

白
石
市
鷹
巣
東
二
丁
目
一
番
一
号

寿
丸
屋
敷　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

市
字
中
町
四
八
番
地
五

白
石
市
い
き
い
き
プ
ラ
ザ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

市
沢
端
町
四
番
一
号

白
石
市
鷹
巣
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

市
緑
が
丘
一
八
番
一
五
号

奥
州
街
道
ふ
れ
あ
い
の
館　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

市
城
北
町
四
番
六
号

白
石
市
城
東
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

市
東
町
一
丁
目
六
番
二
号

公
安
委
員
会
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市　

町　

名

仙
台
市

地　

区　

名

茂
庭

面　

積
（�
）

二
十
・
八

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
８
号

　
宮
城
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。　

　
　
平
成
20年

９
月
30日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
委
　員
　長
　
　
藤
　
　
�
　
　
三
　郎
　助
　
　
　

　
　
　
宮
城
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
宮
城
県
道
路
交
通
規
則
（
平
成
13年

宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
29条

第
２
項
の
表
気
仙
沼
警
察
署
の
項
中
８
を
９
に
繰
り
下
げ
７
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
第
29条

第
２
項
の
表
南
三
陸
警
察
署
の
項
中
６
を
７
に
繰
り
下
げ
５
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
第
29条

第
２
項
の
表
気
仙
沼
警
察
署
及
び
南
三
陸
警
察
署
を
除
く
警
察
署
の
項
中
３
を
４
に
繰
り
下
げ
２
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

８
　
法
第
104条

の
４
第
５
項
に
規
定
す
る
運
転
経
歴
証

明
書
の
交
付
申
請
書
の
受
理

６
　
法
第
104条

の
４
第
５
項
に
規
定
す
る
運
転
経
歴
証

明
書
の
交
付
申
請
書
の
受
理



（17）　 平成20年９月30日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第1996号　　 

　
第
34条

の
２
の
見
出
し
中
「
申
請
手
続
」
を
「
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
１
項
中
「
の
交
付
申
請
は
、
様
式
第
30号

の
２
の
運
転
経
歴
証
明
書
交
付
申
請
書
に
よ
り
行
う
も
の
」
を
「
は
、
様
式
第
30号

の
２
の
と
お
り
」
に
改
め
、
同
条

第
２
項
を
削
る
。

　
様
式
第
30号

の
２
を
削
り
、
様
式
第
30号

の
３
を
様
式
第
30号

の
２
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
平
成
20年

10月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。 ３
　
法
第
104条

の
４
第
５
項
に
規
定
す
る
運
転
経
歴
証

明
書
の
交
付
申
請
書
の
受
理


